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区  分 町 の 役 割 

前段階 

（準備期） 

第一段階 

（海外発生期） 

○ 二次医療圏における保健所、医療機関、医師会、消防機関、町等の地域関

係者による新型インフルエンザ対策に係る協議会等が設置される。 

○ ここでは、下記のような事項が協議されることが想定される。 

・二次医療圏ごとにおける取るべき対応策の抽出 

・関係者の役割の明確化 

・医療体制整備の進捗状況の把握 

・訓練の促進 

○ 県、保健所からの要請があれば、協議の上で医療機関の確保協力を行う。

また、輪番制、休日夜間の一次救急などの町による救急態勢の確保と、

新型インフルエンザへの対応について、調整しておく必要がある。 

○ 県、保健所との協議の上で女川町保健センターなどにおいて保健・医療相

談体制の準備を行う。この相談体制は本来保健所等の発熱相談センターな

どの業務であるが、患者数が増加した場合、町の協力が必要となり、町に

直接相談する住民も相当数いると考えられるため、必要な準備を行う。 

○ 特に町立病院、診療所を設置している本町では、当該医療機関における新

型インフルエンザへの対応を準備する。その際、医療機関の業務継続計画

の策定や、必要な人材・器材（個人防護具、人工呼吸器等）の確保にも留

意する。 

○ 消防では、所管省庁等のガイドライン等に従い、保健所、医療機関等との連

携のもとに、保健所等で搬送ができない場合の症例の搬送について検討し、

態勢確保の準備を行う必要がある。 

第二段階 

（国内発生早期） 

第三段階 

（感染拡大期、ま

ん延期、回復期） 

第一段階で実施する対策に加えて以下の対応を行う。 

○ ポスターや広報誌等を活用して、発熱外来や医療体制に関する情報を地域

住民へ周知する。 

○ 保健所などが接触者に対して行う外出自粛要請、健康管理、有症時の対応

指導、食料などの確保などについて、県、保健所からの要請があれば、

協議の上で女川町保健センター等において協力を行う。 

第四段階 

（小康期、 

再燃期） 

○ 従来の計画を評価し、再燃期に向けて再配備を行い、再燃期には、小康期 

の計画に基づき、対策を実行する。 
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Ⅳ 推進体制  
 

① 町の取り組み 

新型インフルエンザ対策の推進及びパンデミックが起こった際の対応を行うため、女川町新

型インフルエンザ対策本部を設置し、総合的な対策を全庁的に推進する。  

 

② 東部保健福祉事務所との連携  

感染拡大の阻止及び町民の健康被害を最小限にとどめるために、東部保健福祉事務所と連携

を図る。  

 

③ 石巻圏域内各市町並びに関係団体との連携 

石巻保健所と連携のもと、ライフライン（上下水道、し尿処理、ゴミ処理等）維持等のため、

石巻圏域内各市町並びに関係団体との連携を図る。  

 

④ 関係機関との連携 

 感染拡大の阻止及び町民の健康被害を最小限にとどめるために、医療機関、医療関係者、消防、

教育機関、教育関係者、農林水産業関係者、観光・商工関係者、消費者団体関係者、社会福祉

施設、民生児童委員や警察との連携を図る。 

 

⑤ 危機管理物品の整備  

新型インフルエンザ対策に必要な物品を町で整備する。  

        

Ⅴ 業務継続計画  
 

① 業務継続計画の検討 

新型インフルエンザ発生時には、役場機能を維持しなければ対策の実施も不可能となること

から、危機管理担当部署を中心に、業務継続計画の作成について検討を進めることとする。 

＜考えられる状況＞ 

多くの応急対策業務が発生する 

業務によっては職員や町民が感染するリスクが大きい 

職員の多くが罹患等により勤務できない恐れがある 

委託業者等が休業する可能性がある 

② 行政サービスの継続 

計画作成の際には、本町が担っているライフライン等、住民の日常生活を維持するために不

可欠な行政サービスについては、新型インフルエンザ発生時においても継続的に実施できるよ

う、感染予防対策の徹底や人員の確保等に十分配慮することとする。  
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１ 健康危機管理組織   

 

（１）健康危機管理組織の設置   

新型インフルエンザの発生・流行に対応するため、発生段階に応じた健康危機管理組織

を整備する。   

発生段階別健康危機管理組織  

段階 前段階 第一段階 第二段階 第三段階 第四段階 

宮城県 宮城県新型インフルエンザ対策本部会議 

東部保健福祉事務所 地方対策推進本部 

女川町 女川町新型インフルエンザ対策本部 

 

ア 前段階  

庁内に女川町新型インフルエンザ対策本部を設置し、新型インフルエンザ発生時の健

康危機管理に必要な事項を協議する。  

イ 第一段階～第四段階 

女川町新型インフルエンザ対策本部（本部長・町長）を設置し、情報収集の強化、町

民・事業所等への情報提供等感染拡大に必要な措置等についての対応を行う。 

 

（２）健康危機管理組織の役割   

 

ア 前段階においては、健康福祉課が取りまとめる情報を踏まえ、新型インフルエンザ

発生時の態勢整備を行う。 

具体的には以下の対応を行う。 

①行動計画の策定  

②発生段階に応じた主たる対策ごとの対応マニュアルの策定 

③相談窓口の設置  

④国内外の情報の収集  

⑤新型インフルエンザに関する広報   
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⑥関係機関との連絡調整  

⑦町長に対する女川町新型インフルエンザ対策本部の設置の要請に関すること  

 

イ 女川町新型インフルエンザ対策本部（第一段階～第四段階） 

  設置に関しては、女川町新型インフルエンザ対策本部設置要綱によるものとし、宮城

県において収集される情報を踏まえ、危機管理レベルの判断を行う。 

 

ウ 組織及び分掌事務 

   女川町新型インフルエンザ対策本部の組織図、所掌事務表は次のとおりとする。 

ただし、勤務時間外においては、各部署における連絡体制によるものとする。  

 

 エ 連絡体制

 

 

 

 

 

宮城県 

健康福祉課長 

副本部長 

企画課長 
総務課長 

健康福祉課長

本部長 

各課長等 
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＜対策本部＞ 
 

本  部 （本部員会議）   総 務 部 

本 部 長 町 長
  部   長 企画課長 
  

副部長
総務課長 
健康福祉課長 

副本部長 
副 町 長

教 育 長

  
  副部長 会計管理者 

本 部 員 

企 画 課 長

総 務 課 長

税 務 課 長

町 民 課 長

健 康 福 祉 課 長

建 設 課 長

水 産 農 林 課 長

商 工 観 光 課 長

会 計 管 理 者

教 育 総 務 課 長

生 涯 学 習 課 長

議 会 事 務 局 長

町 立 病 院 事 務 長

 

  副部長 議会事務局長 
   
  生 活 部 
  

部 長 町民課長 
  
  副部長 税務課長 
   
  健 康 福 祉 部 
  部 長 健康福祉課長 
  副部長 次席責任者 
   
  建 設 部 
  部 長 建設課長 
  副部長 次席責任者 
   

 
 

  産 業 部 
  

部 長 水産農林課長 
  

   副部長 商工観光課長 
     
    教 育 部 
    部 長 教育総務課長 
    

副部長 生涯学習課長 
    
     
    医 療 部 
   部 長 町立病院事務長 
   副部長 次席責任者 
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＜各部課所掌事務＞  

部 名 課所名 事 務 分 掌 

 

総務部 

 

 

企画課 

健康福祉課 

1. 本部の庶務に関する事項  

2. 本部の会議に関する事項  

3. 各対策班との連絡調整に関する事項  

4. 患者搬送の調整に関する事項  

5. 報道機関等の対応及び広報活動に関する事項  

6. 新型インフルエンザに関する情報の公表に関する事項  

7. その他情報の収集及び伝達に関する事項  

 

 

 

総務課 

1. 公務災害に関する事項  

2. 職員の感染防止対策に関する事項 

3. 新型インフルエンザ対策行動計画に関すること 

4. 職員の動員及び配備に関する事項 

5. 本部の予算計画及び感染防止対策に対する資金調達に関する事項  

6. 感染に伴う財政処置全般に関する事項  

7. 感染防止対策業務の遂行に必要な車両の確保・配車に関する事項  

8. 他の対策班の所掌事務に属さない事項 

会計課 1. 応急対策要員の確保に関する事項  

2. 各対策班への応援に関する事項 

議会事務局 1. 町議への連絡調整に関する事項  

2. 応急対策要員の確保に関する事項  

3. 各対策班への応援に関する事項 

 

生活部 

 

 

 

町民課 

1.  埋火葬の許可に関する事項  

2. ごみの非常処理計画に関する事項  

3. し尿の非常処理計画に関する事項  

4. 清掃応援要請の掌握に関する事項  

5. 感染による死亡者の搬送・安置及び埋火葬に関する事項  

6. 各対策班への応援に関する事項 

税務課 1. 応急対策要員の確保に関する事項  

2. 各対策班への応援に関する事項  

 

健康福祉部 

 

 

 

 

 

健康福祉課 

1. 保健所との連絡に関する事項  

2. 新型インフルエンザに関する情報の収集及び伝達並びに感染状況等

の報告に関する事項  

3. 相談窓口（予防、治療）の設置  

4. 受診医療機関に関する事項  

5. 医師会等関係機関との連絡に関する事項  

6. 感染防止対策及び必要な物品の確保に関する事項  

7. 感染者、要援護者等対策について関係部署との連絡調整に関する事

項  

8. 独居老人、寝たきり老人、障害者等の要援護者対策に関する事項 

9. 社会福祉施設等への感染防止対策及び情報提供並びに感染調査・応

急対策に関する事項   

10. 各対策班への応援に関する事項 
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部 名 課所名 事 務 分 掌 

 

建設部 

 

 

建設課 

1. 関係機関への情報提供及び調査に関する事項  

2. 関係機関に対する感染拡大防止対策のための道路封鎖に関する 事

項  

3. 感染時の給水対策に関する事項  

4. 応急対策要員の確保に関する事項  

5. 各対策班への応援に関する事項  

 

産業部 

 

水産農林課 

1. 食品の確保及び配分に関する事項 

2. 水産関連団体への情報提供、協力要請及び連絡調整に関する事項  

3. 家禽、野鳥によるインフルエンザの対応に関する事項  

4. 各対策班への応援に関する事項 

 

 

商工観光課 

1. 食品の確保及び配分に関する事項 

2. 商工観光関連団体への情報提供、協力要請及び連絡調整に関する 

事項 

3. 経済関係に必要な応急対策に関する事項  

4. 各対策班への応援に関する事項  

 

教育部 

 

 

 

教育総務課 

1. 教育委員会各課所の対応事項取りまとめ、調整に関する事項  

2. 教育関係団体への協力要請に関する事項  

3. 学校教育施設の感染防止対策に関する事項  

4. 教育関係に必要な応急対策に関する事項  

5. 児童・生徒の感染防止対策に関する事項  

6. 児童・生徒の感染調査及び応急対策に関する事項  

7. 教職員の動員及び調整に関する事項  

8. 学校給食による感染防止対策に関する事項  

9. 各対策班への応援に関する事項 

 

生涯学習課 

1. 生涯学習課所管の教育機関対応取りまとめ、調整に関する事項  

2. 生涯学習関係団体及び個人への協力要請に関する事項  

3. 生涯学習施設等の感染防止対策に関する事項 

4. 各地域の情報収集及び伝達に関する事項 

5. 生涯学習関係団体及び個人への感染調査及び応急対策に関する事項

6.生涯学習施設利用団体及び個人に対する感染防止対策に関する事項 

7.各対策班への応援に関する事項 

 

医療部 

 

町立病院 

1. 発熱外来の設置等外来態勢に関する事項 

2. 感染予防教育に関する事項 

3. 各対策班への応援に関する事項 
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２ 発生段階に応じた主たる対策 

 

（１）町民への情報提供               担当部：総務部、健康福祉部 

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 新型インフルエンザに関する正しい知識を広く町民へ周知する。 

 （ウイルスの情報、相談窓口、感染予防等） 

② 感染予防対策の周知を行う。 

③ 感染予防のため、うがいや手洗いの励行と咳があるときのマスク着用の

周知を行う。 

④ 県が設置する発熱相談センターの周知を行う。（38度以上の高熱と急性

呼吸器症状があるときは発熱相談センターへ電話を） 

⑤ 町が設置する電話相談窓口及び発熱外来について周知を行う。 

⑥ 平時における食料・生活必需品の備蓄の勧奨  

第一段階  
（海外発生期）  

① 新型インフルエンザについての正確な情報を受信し、町民及び関係部署

へ発信を行う。（ウイルスの情報、相談窓口、感染予防、備蓄リスト等） 

② 発生国から帰国・入国して10日以内の者で、38度以上の高熱と急性呼吸

器症状があるときは発熱相談センターへ電話することを周知する。 

③ 新型インフルエンザ感染予防策の周知を行う。 

④ 県が発熱相談センターを設置したことを周知する。 

⑤ 食料等備蓄の勧奨を行う。 

⑥ 電話相談窓口の設置と町民への周知を行う。 

⑦ 現時点で判明している新型インフルエンザの特性を積極的に情報提供

し、国内発生時には集会への参加や人ごみへの外出の自粛を要請する。  

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期） 

 

① 新型インフルエンザの最新情報の収集と町民及び関係部署への提供を行

う。（流行や被害の状況、医療体制と受診の注意点、不要不急の外出自粛、

咳エチケット、休校情報等） 

② 発熱相談センターの周知を行う。（疑い者は発熱相談センターの指示を

受ける） 

③ 町が行う電話相談窓口の設置について周知する。 

④ 発熱外来を設置したことを周知する。 

⑤ マスク着用等による新型インフルエンザ感染予防の徹底 

⑥ 学校・児童施設・福祉施設・文化施設等の閉鎖について周知を行う。 

⑦ 対策本部会議において各種イベントの中止や延期を検討し周知する。 

⑧ 現時点で判明している新型インフルエンザの特性を積極的に情報提供

し、集会や旅行の自粛を要請する。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期）  

（県内回復期）  

① 最新情報の収集を行い町民及び関係部署への提供を行う。  

② 電話相談窓口及び発熱外来の設置を周知する。 

③ 外出や集会への参加自粛を要請する。  

第四段階  
（小康期）  

① 第二波に備えた情報の提供と感染予防策の周知を行う。  
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（２）相談体制の確保              担当部：健康福祉部、医療部 

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期）  

（発生疑い期）  

① 新型インフルエンザ発生時における相談業務が適切かつ円滑に実

施できるように、「電話相談窓口マニュアル」「電話相談Q＆A」の

策定及び研修・訓練を実施する。 

② 「電話相談窓口」設置の確認（開設場所・時間・態勢・相談記録等）

③ 「電話相談窓口」対応のため、人員確保の計画を策定する。 

④ 「電話相談窓口」の相談内容及び情報を関係各課へ連絡する態勢作

りの検討を行う。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 「電話相談窓口」の設置準備を行う。  

第二段階  
（国内発生早期）  

（県内発生早期）  

① 「電話相談窓口」の設置を行う。  

② 相談マニュアルの徹底（県内発生時、情報の整理） 

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期）  

（県内回復期）  

① 「電話相談窓口」を継続する。  

② 相談マニュアルの徹底（町内発生時、情報の整理） 

第四段階 （小康期） ① 第二波に備えた感染予防策周知のための相談体制を行う。 

② 「電話相談窓口」を縮小する。  
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（３）ワクチン接種態勢の確保     担当：健康福祉部、医療部 

  
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 東部保健福祉事務所及び地区医師会との連携の下、ワクチン接種

態勢を整備する。（接種場所・接種医・従事者の確保） 

② プレパンデミックワクチンの確保について検討する。  

③ プレパンデミックワクチンの接種について、接種対象者の把握や

接種優先順位の検討及び必要物品の確保を検討する。  

第一段階  
（海外発生期）  

① プレパンデミックワクチンの確保及び接種者への通知  

② 県からの要請を受けて、医療従事者、社会機能維持者等を対象に

プレパンデミックワクチンの接種を行う。  

③ パンデミックワクチンが製造・供給されることに備えて、接種に

係る接種場所、接種医、接種用具等を確保するため、医師会等と

調整する。  

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期） 

  

① 県からの要請を受けて、プレパンデミックワクチンの未接種者へ

の接種を開始する。  

② パンデミックワクチンが製造・供給が開始された場合、医療従事

者及び社会機能維持者等を対象に、本人同意の上で接種を開始す

る。  

③ パンデミックワクチンの接種を希望する町民に対し、接種量が確

保された段階で、本人同意の上で接種を開始する。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期） 

（県内回復期）  

① 県からの要請を受けて、プレパンデミックワクチンの未接種者へ

の接種を実施する。  

② パンデミックワクチンが製造・供給が開始された場合、医療従事

者及び社会機能維持者等を対象に、本人同意の上で接種を実施す

る。  

③ パンデミックワクチンの接種を希望する町民に対し、接種量が確

保された段階で、本人同意の上で接種を実施する。  

第四段階  
（小康期）  

① パンデミックワクチン接種を継続する。  
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（４）ライフライン（上下水道・し尿処理・ゴミ処理等）の維持  

                     担当：生活部、建設部 

 

発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 新型インフルエンザが、発生から大流行を経て終息に至るまでの

間、継続的にライフライン機能を維持することが可能となるよう、

ライフライン事業者に対し、感染予防・まん延防止策や事業継続に

ついて定めた「事業継続計画」等の策定を要請する。 

② ライフライン事業者に対し、職場内における感染予防策・まん延

防止のための検討や従業員への教育を要請する。 

③ ライフライン事業者に対し、必要な情報を提供するとともに、発

生時に備え必要な対策の準備を要請する。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 「事業継続計画」等の見直し・調整を依頼する。 

② ライフライン事業者に対し、海外で発生した新型インフルエンザ

ウイルスについて、必要な情報を提供する。  

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期）  

① 事業継続の要請及び確認を行うとともに、事業所における感染予

防・まん延防止策の徹底を行う。  

② ライフライン事業者の運営状況等（感染等による欠勤者数、今後

の運営に関する見込み等）について、事業者の協力を得て把握に努

める。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期）  

（県内回復期）  

① 事業継続の要請及び確認を行うとともに、事業所における感染予

防・まん延防止策の徹底を行う。 

② ライフライン事業者の運営状況等（感染等による欠勤者数、今後

の運営に関する見込み等）について、事業者の協力を得て把握に努

める。  

第四段階  
（小康期）  

① 感染予防・まん延防止策を継続する。  
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（５） 食糧等流通の確保             担当：産業部  

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 新型インフルエンザが、発生から大流行を経て終息に至るまでの

間、継続的に食料等生活必需品を町民に提供する流通機能が維持さ

れることが可能となるように、関係事業者に対し、感染予防・まん

延防止策や事業継続について定めた「事業継続計画」等の策定を要

請する。 

② 関係事業者に対し、職場内における感染予防策・まん延防止のた

めの検討や従業員への教育を要請する。 

③ 関係事業者に対し、必要な情報を提供するとともに、発生時に備

え必要な対策の準備を要請する。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 「事業継続計画」等の見直し・調整を依頼する。 

② 関係事業者に対し、海外で発生した新型インフルエンザウイルス

について、必要な情報を提供する。  

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期）  

① 事業継続の要請及び確認を行うとともに、事業所における感染予

防・まん延防止策の徹底を行う。 

② 関係事業者の運営状況等（感染等による欠勤者数、出荷状況、今

後の運営に関する見込み等）について、事業者の協力を得て把握に

努める。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期） 

（県内回復期）  

① 事業継続の要請及び確認を行うとともに、事業所における感染予

防・まん延防止策の徹底を行う。 

② 関係事業者の運営状況等（感染等による欠勤者数、今後の運営に

関する見込み等）について、事業者の協力を得て把握に努める。 

第四段階  
（小康期）  

① 感染予防・まん延防止策の徹底を継続する。 

② 運営状況等（今後の運営に関する見込み等）についても事業者の

協力を得て把握に努める。  
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（６）公共集客施設等の利用制限と情報発信 担当：産業部、教育部  

 
発生段階  対 応  

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事業者に対し、

事業休止や利用者等の減少を前提とした「事業継続計画」を検討

するよう要請する。  

② 町民に対して、現時点で想定される新型インフルエンザの感染経

路などを積極的に情報提供し、新型インフルエンザ発生時には、

不特定多数の者が集まる場や機会には極力参加しないよう、具体

的な情報発信を行う。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事業者に対し、

新型インフルエンザの国内発生に備えて、あらかじめ作成した事

業休止や利用者等の減少を前提とした「事業継続計画」に基づく

対応の準備を要請する。 

② 必要な場合は、国内発生に備え、不特定多数の者が集まる場や機

会を提供している事業者に対し、事業休止の準備要請を行う。 

③ 町民に対して、現時点で判明している新型インフルエンザの特性

を積極的に情報提供し、国内発生時には不特定多数の者が集まる

場や機会には極力参加しないよう積極的な情報発信を行う。  

第二段階 
（国内発生早期） 

（県内発生早期）  

① 不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事業者に対し、

あらかじめ定めた事業休止や利用者等の減少を前提とした「事業

継続計画」に基づく対応を要請する。  

② 必要な場合は、不特定多数の者が集まる場や機会を提供している

事業者に対し、事業休止の要請を行う。  

③ 町民に対して、現時点で判明している新型インフルエンザの特性

を積極的に情報提供し、不特定多数の者が集まる場や機会には参

加しないよう積極的な情報発信を行う。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期） 

（県内回復期）  

① 不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事業者に対し、

あらかじめ定めた事業休止や利用者等の減少を前提とした「事業

継続計画」に基づく対応を要請する。  

② 必要な場合は、不特定多数の者が集まる場や機会を提供している

事業者に対し、事業休止の要請を行う。  

② 町民に対して、現時点で判明している新型インフルエンザの特性

を積極的に情報提供し、不特定多数の者が集まる場や機会には参

加しないよう積極的な情報発信を行う。  

第四段階  
（小康期）  

① 事業者に対し自粛要請の解除を行うとともに、その後も必要に応

じ、感染予防・まん延防止策を講じるよう要請する。  
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（７）治安等の維持             担当：生活部、総務部 

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 新型インフルエンザが発生し、大流行を経て終息に至るまでの

間、継続的に治安・消防を維持するため、関係機関との連携体制

の構築を図り、必要な協議を行う。 

② 関係機関に対し、発生時に備え必要な対策の準備を要請する。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 関係機関に対し、新型インフルエンザウイルスの病原性や感染

力、症例定義等必要な情報を提供し、以降の連携強化の確認を行

う。  

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期）  

① 新型インフルエンザが発生し、大流行を経て終息に至るまでの

間、継続的に治安等を維持するため、警察・消防等関係機関との

連携態勢の強化を図り、必要に応じ対応要請を行う。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期）  

（県内回復期）  

① 新型インフルエンザが発生し、大流行を経て終息に至るまでの

間、継続的に治安等を維持するため、警察・消防等関係機関との

連携態勢の強化を図り、必要に応じ対応要請を行う。  

第四段階  
（小康期）  

① 関係機関に対して、その後も必要に応じて感染予防・まん延防止

策を講じるよう要請する。  
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（８）火葬機能の確保                担当：生活部 

  
発生段階  対 応  

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 新型インフルエンザ発生から大流行を経て終息に至るまでの間、継続的に

火葬処理機能が確保されるよう、関係機関に対し、感染予防・まん延防止

策や事業継続について定めた「事業継続計画」等の策定を要請する。 

② 最大処理能力の把握等、火葬機能に関する必要な情報を調査し、県及び石

巻地区広域行政事務組合や圏域内各市等との情報共有・連携を行うほか、

個別の火葬に係る対応及び遺体の保存対策等に関し、県と必要な調整を行

う。 

③ 遺体搬送手段の確保に関する調整、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事す

る者の感染防止のために必要な物資、遺体の保存のために必要な物資、遺

体からの感染を防ぐために必要な物資について確保に努める。 

④ 死亡者数が増加したときのことを想定し、臨時遺体安置所の確保について

も検討しておく。退職職員等の火葬業務経験者等を把握し、緊急時に協力

を要請することも検討する。 

⑤ 関係機関に対し、発生時に備え、必要な対策の準備を要請する。 

⑥ 関係機関に対し、職場内における感染予防策・まん延防止のための検討や

従業員への教育を要請する。  

第一段階 
 （海外発生期）  

① 関係機関に対し必要な情報を提供するとともに、必要に応じて、各関係機

関で感染予防・まん延防止策や事業継続についてあらかじめ定めた「計画」

等の見直し・調整を行うよう依頼する。 

② 引き続き、県及び石巻地区広域行政事務組合や圏域内各市等との情報共

有・連携を行うほか、個別の火葬に係る対応及び遺体の保存対策等に関し、

県と必要な調整を行う。 

③ 火葬場に対し、火葬場における使用燃料の備蓄量増強を要請する。  

第二段階  
（国内発生早期）  

（県内発生早期）   

① 随時、石巻地区広域行政事務組合等に対し事業継続を要請し、火葬場の火

葬能力について最新の情報を把握し、各市等との情報を共有する。 

② 個別の火葬に係る対応及び遺体の保存対策等に関し、県と必要な調整を引

き続き実施する。 

③ 感染予防・まん延防止策の徹底を行う。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期） 

（県内回復期）  

① 引き続き事業継続を行うとともに、火葬場の火葬能力について最新の情報

を把握し、県及び各市等、関係機関等との情報の共有を行う。  

② 関係機関に対し、職場内における感染予防策・まん延防止策の徹底につい

て継続要請する。  

③ 火葬の実施までに長期間を要し、公衆衛生上の問題が生じる恐れが高まっ

た場合には、感染した遺体に十分消毒等を行ったうえで、墓地に埋葬する

ことも検討する。  

第四段階 （小康期） ① 引き続き事業継続を行うとともに、火葬場の火葬能力について最新の情報

を把握し、県及び各市等、関係機関等との情報の共有を行う。  

② 個別の火葬に係る対応及び遺体の保存対策等に関し、県と必要な調整を引

き続き実施する。 

③ 引き続き感染予防・まん延防止策の徹底を図る。  
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（９） 社会福祉施設の運営           担当：健康福祉部  

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 「入所施設」を運営する社会福祉施設の長に対し、新型インフルエン

ザ発生から大流行を経て終息に至るまでの間、施設の継続的運営が確

保されるように、施設内における感染予防・まん延防止策や施設運営

について定めた「事業継続計画」等の策定を要請する。 

② 関係施設に対し、施設内における感染予防策・まん延防止策の検討や

職員への教育を要請する。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 「入所施設」を運営する社会福祉施設の長に対し、新型インフルエン

ザウイルスの病原性や感染力、症例定義等必要な情報を提供するとと

もに、必要に応じて施設内における感染予防・まん延防止策や施設運

営継続について定めた「事業継続計画」の見直し・調整の依頼を行う。

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期）  

① 感染予防・まん延防止策の徹底を要請する。 

② 施設内で集団感染が発生した場合は、速やかに対策本部へ報告を行

う。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期） 

（県内回復期）  

① 感染予防・まん延防止策の徹底を要請する。 

② 施設内で集団感染が発生した場合は、速やかに対策本部へ報告を行

う。 

③ 重症の患者のみが入院の対象となるため、施設が二次感染の場となら

ないように留意する。  

第四段階  
（小康期）  

① 感染予防・まん延防止策の徹底を要請する。 

② 施設内で集団感染が発生した場合は、速やかに対策本部へ報告を行

う。  
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（10） 在宅要援護者への支援          担当：健康福祉部  

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 対象世帯（独居高齢者・障害児・障害者・難病患者）の事前調査を

実施し、個別対応プランの策定及び安否確認方法の検討を行う。 

② 対象世帯の情報を地区の民生委員等と共有し、安否確認方法及び必

要なサービスの把握と提供方法の検討を行う。 

③ 平時から感染防止や食料生活用品の備蓄について周知し、個人での

準備が困難な場合の対応を検討し町において備蓄する。 

④ 新型インフルエンザの情報を伝え理解を得る。 

⑤ 現在利用中の各種サービスが休業となることの確認及び理解・協力

を得るとともに、代替サービスが必要か検討する。また、休業中の

生活についても確認を取る。 

⑥ 介護用品（オムツ等）や医薬品等の備蓄を勧奨する。 

⑦ 医療を必要としている世帯については、主治医と具体的に打ち合わ

せることを勧める。 

⑧ 巡回等に従事する者の感染防護具・器材等のリストアップと備蓄を

行う。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 新型インフルエンザの発生状況を周知し、理解・協力を得る。 

② 新型インフルエンザの発生状況を地区行政嘱託員・民生委員へ伝

え、安否確認と情報の提供を依頼する。 

③ 感染防止用品・食料生活用品等について、個人での確保が困難な世

帯には支援を行う。 

④ 日頃利用している医療の確保について検討する。 

⑤ 発熱等の新型インフルエンザを疑う症状がでたときの対応を検討

する。（発熱相談センターへ電話）  

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期）  

① 対象世帯の安否確認は電話で行う。 

② 発生状況・拡大状況について情報提供するとともに、訪問サービ

ス・通所サービス等、休業の場合の代替サービスの提供を行う。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期）  

（県内回復期）  

① 対象世帯の安否確認は電話で行う。 

② 発熱及び急性呼吸器症状があるものは電話診療を利用する。  

第四段階  
（小康期）  

① 正確な情報の提供を行う。 

② 引き続き感染防止の周知を行う。  
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（11）学校等の臨時休業              担当：教育部  

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 県内（隣県含む）において患者が確認され、感染が広がる可能性

が否定できない場合には、速やかに臨時休業の実施が重要であるこ

とを平時から周知する。 

② 保護者に対して、早期に臨時休業することの必要性や、育児のた

めに就労できない状況が生じることについて理解を得る。 

③ 臨時休業中の子供たちの感染予防に配慮した家庭での過ごし方に

ついて、あらかじめ家庭で話し合うよう要請する。 

④ 学校等の設置者は、児童・生徒の家庭との連絡体制をあらかじめ

構築し、臨時休業中の児童・生徒の健康状態や家庭の状況について

把握できるよう態勢整備を行う。併せて、臨時休業中における学習

指導の実施についても検討を行う。  

第一段階 
（海外発生期）  

① 新型インフルエンザの海外・国内発生を受けて、学校等の設置者

に対し、新型インフルエンザウイルスの病原性や感染力、症例定義

等必要な情報を提供するとともに、新型インフルエンザの県内発生

に備え、県内（隣県含む）において新型インフルエンザが発生した

場合は、町内のすべての学校の臨時休業を要請すること等を再度周

知し、必要な準備の要請を行う。  

第二段階  
（国内発生早期） 

（県内発生早期）  

① 新型インフルエンザの海外・国内発生を受けて、学校等の設置者

に対し、新型インフルエンザウイルスの病原性や感染力、症例定義

等必要な情報を提供するとともに、新型インフルエンザの県内発生

に備え、県内において新型インフルエンザが発生した場合は、町内

のすべての学校の臨時休業を要請すること等を再度周知し、必要な

準備の要請を行う。 

② 県内において新型インフルエンザが発生した場合は、学校等の設

置者に対して臨時休業を要請するとともに、臨時休業中における学

習指導についても併せて要請する。 

③ 学校等の設置者は、あらかじめ構築した児童・生徒の家庭との連

絡体制を活用し、臨時休業中の児童・生徒の健康状態や家庭状況に

ついて把握を行い、町への情報提供を行う。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期） 

（県内回復期）  

① 引き続き、学校等の設置者に対して、臨時休業及び臨時休業中に

おける学習指導についての対策を継続するよう要請する。 

② 学校等の設置者は、臨時休業中の児童・生徒の健康状態や家庭の

状況についても引き続き把握を行い、町への情報提供を行う。  

第四段階  
（小康期）  

① 原則として、県が厚生労働省と協議して、臨時休業の解除が認め

られた場合は、学校等の設置者に対して、臨時休業の解除要請を行

う。 

② 必要に応じ感染予防・まん延防止策を講じることとする。  
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（12） 医療提供体制の確保及び推進   担当：医療部、健康福祉部  

 
発生段階 対 応 

前段階  
（未発生期） 

（発生疑い期）  

① 石巻保健福祉事務所及び石巻市医師会との連携の下、医療提供態勢

を検討する。 

② 発熱外来の体制について、開設時間やマンパワー等具体的に検討す

る。 

③ 発熱外来について、場所の確保や必要物品等の検討を行い、物品に

ついては備蓄を行う。 

④ 発熱外来対応マニュアルを作成する。 

⑤ 一般診療外来の態勢を検討する。 

⑥ 発熱対応薬局の態勢を検討する。  

第一段階  
（海外発生期）  

① 発熱外来の設置及び発熱対応薬局の設置準備を行う。 

  （町内医療機関、薬剤師会等との協議）  

② 国内発生の場合、発熱外来を設置することを町民へ周知する。  

第二段階  
（国内発生早期）  

（県内発生早期）  

① 発熱外来及び発熱対応薬局の設置を行う。 

② 医療提供体制について町民へ周知する。 

③ 慢性疾患を有する定期受診患者については、感染機会を減らすため

に長期処方を行うことや、発症時には電話による診療でファクシミ

リ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方ができる。 

④ 外来医療、入院医療については、石巻地区地域医療対策委員会が中

心となりその対応について協議する。 

⑤ まん延期は、かかりつけ医での電話診療となることを周知する。  

第三段階  
（県内感染拡大期） 

（県内まん延期）  

（県内回復期）  

① 発熱外来の継続 

② 発熱相談センター 

③ 症状が軽い者は発熱外来後、自宅での療養を勧める。 

④ 電話診療により新型インフルエンザの感染の診断が出た場合は、フ

ァクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬の処方箋の発行を

受ける。  

⑤ 十分な感染防止策を行わずに、患者に濃厚に接触した医療従事者、

薬局従事者への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与は継続す

る。  

第四段階 （小康期） ① 発熱外来・発熱対応薬局を中止し、平常の医療サービスが提供でき

る体制への復帰を推進する。 

② 医療体制に必要な物品の在庫状況を把握し、第二波への準備を開始

する。  

 
 



 

 

 

 

 

 

参考資料 
 

 これは、平成２１年８月から本町において発生した新型イン

フルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）対策のために活用したもので、今

後の、インフルエンザ対策の参考とするために添付した資料で

ある。 

（「女川町新型インフルエンザ対策本部設置要綱」を除く） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

女川町新型インフルエンザ対策本部設置要綱 
 

（趣旨） 

第一条 この要綱は、町内における新型インフルエンザの発生に備え、行政組織内における感

染拡大防止対策体制等の整備を図り、町民の健康被害を防止するとともに社会機能を維持す

るため、女川町新型インフルエンザ対策本部（以下「対策本部」という。）を設置すること

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第二条 町長は、新型インフルエンザが国内で発生し、又は発生する恐れがある場合において、

国内外の情勢、被害の程度、緊急性等を考慮し、対策本部を設置するものとする。 

（所掌事項） 

第三条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

一 新型インフルエンザ発生動向の把握に関すること。 

二 町内における新型インフルエンザの感染予防と治療に関すること。 

三 町内発生時における社会機能維持に関すること。 

四 町民に対する正確な情報の提供に関すること。 

五 その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第四条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、町長（町立病院を含む。）、議会事務局、教育委員会及び水道事業の事務部局

の課等の長をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第五条 本部長は、対策本部の事務を総括し、対策本部を代表する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第六条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

（部会） 

第七条 本部長は、必要に応じて対策本部の下部組織として部会を置くことができる。 

（関係機関に対する要請） 

第八条 本部長は、対策本部の設置目的を達成するために必要があるときには、医療、警察、

消防等の関係機関に対し、対策本部の会議に出席を求めるものとする。 

（事務局） 

第九条 対策本部の事務局は、健康福祉課に置く。 

（補則） 

第十条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定め

る。 

附 則 

この訓令は、平成 21 年 5 月 1日から施行する。 

 

 

 

 



 

 

町民への「ちらし」情報提供状況（平成２１年５月～） 

 

 
発行日 主な目的 周知方法 

第一段階  
（海外発生期） 

平成 21 年５月１日

 

相談窓口の周知 

感染予防徹底 

区長をとおして全戸配布 

 

第二段階  
（国内発生早期） 

 

平成21年５月19日

 

相談窓口の周知 

医療機関のかかり方 

感染予防徹底 

備蓄リスト周知 

・保育所、小中学校、女川高

校児童生徒への配布 

・区長をとおして回覧周知 

 

第二段階  
（県内発生早期） 

 

平成 21年 6月 12日

 

相談窓口の周知 

医療機関のかかり方 

感染予防徹底 

区長をとおして全戸配布 

 

第二段階  
（県内発生早期）

町内発生 

 

平成 21年 8月 17日 医療機関のかかり方 区長をとおして全戸配布 

平成21年 8月 21日

 

 

対応策（臨時休業解除）

の周知 

事業開催自粛協力依頼 

医療機関のかかり方 

・保育所、小中学校、女川高

校児童生徒への配布 

・区長をとおして回覧周知 

 

平成 21 年 9月 1 日 女川町の保育所、学校等

の対応策の周知 

事業所の対応Ｑ＆Ａ 

・保育所、小中学校、女川高

校児童生徒への配布 

・商工会 

・漁業協同組合、買受人組合

への周知 

平成 21 年 9月 1 日 妊婦の医療のかかり方 母子手帳発行時 

 

※ 作成した「ちらし」は、町ホームページにも掲載し周知。 

 

※防災無線については、石巻市内での新規発生時、町内で新規発生時に周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ちらし 
 

 

平成２１年８月１７日 

女川町新型インフルエンザ対策本部 

 

新型インフルエンザの発生について 

女川町で新型インフルエンザの感染者
かんせんしゃ

が確認されました。 

 新型インフルエンザの感染経路は季節性インフルエンザと同様で、飛
ひ

まつ感染
かんせん

（咳
せき

やくしゃみ）と接触
せっしょく

感染
かんせん

（ウィルスが付着したものを触れた後に鼻、口など

に触れることで感染する）が考えられます。 

 新型インフルエンザに「感染しない（自助
じ じ ょ

）」「感染させない（共助
きょうじょ

）」ために、

一人ひとりが予防対策を心がけましょう。 

＊なお、現在のところ、新型インフルエンザは季節性インフルエンザと同様に多

くの感染者は軽症のまま快復
かいふく

しています。 

しかし、「心臓病
しんぞうびょう

」「ぜんそくや肺
はい

疾患
しっかん

」「糖尿病
とうにょうびょう

」「腎臓
じんぞう

病
びょう

」などの基礎
き そ

疾患
しっかん

のある方、または「妊婦」など免疫力
めんえきりょく

が低下している方は、感染すると重症化
じゅうしょうか

するといわれていますので、感染予防のための「うがい・手洗い」などを徹底
てってい

さ

れるようお願いします。 

～新型インフルエンザの感染を疑う症状がある場合～ 

急な発熱と咳やのどの痛みなど感染を疑う症状がある 

 

   かかりつけの病院・診療所がある    

 
病院・診療所に 

必ず事前に電話連絡し、  

受診時間・受診方法の指示を

受けてください。 

 

 

●電話相談窓口 

 平日８時３０分～１７時３０分 

女川町保健センター 

ＴＥＬ ５４－３１３１

（内線）３４２～３４５

 

●発熱相談センター 

平日８時３０分～１７時 

石巻保健所 

ＴＥＬ ９５－１４３０

緊 急 

いいえ はい 



相談窓口の設置 

本町では、豚インフルエンザの際には、第２段階の国内発生早期（平成２１年４月２８

日～）から相談窓口を設置。宮城県、石巻保健所での発熱相談センターの相談体制と併せ

て町民に周知。土日祝祭日、夜間設置については状況により判断した。本町は、役場に宿

直を配置しており、当直室に対応マニュアルをおいて宿直、日直が対応できるようにした。

（町内発生時は、健康福祉課職員で対応） 

 

新型インフルエンザ（疑い）に関する相談の対応フロー 

 H21/8/19（女川町作成） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●土日夜間の場合は、休日当番医、夜間

救急センター（94-5111）を紹介する。 
●高校生以上は、町立病院での受診がで

きます（24時間対応） 
●保健所（発熱相談センター）は平日 
平日 8：30～17：00  95-1430 
 

相談内容を把握 

相談窓口（保健センター・当直）

急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある インフルエンザ様症状なし 

いいえ

(当直の場合)相談内容を聞き、返
答が必要な場合は、保健センター

職員に連絡して返答させる旨を

伝えてください。 

病院・診療所に 
事前に必ず 
電話連絡し 

受診時間・受診方法の 
指示に従い受診 

はい 

相談受付票への記録 

かかりつけの病院・診療所がある 



新型インフルエンザ相談受付票（電話・来所）   Ｈ２１年８月１９日から 

 

①相談月日 平成２１年  月  日（  ）時間   時  分 

②相 談 者 

氏名 

年齢 

住所（行政区） 

電話番号 

③相談内容 

【主訴】 

 

 

【具体的内容】 

 

 

④インフル

エンザ様症

状 

□なし 

□あり （いつから    月  日頃から） 

     □発熱（     ℃）   □鼻つまり 

□咽頭痛          □咳 

□痰            □呼吸困難 

□肺炎           □その他 

⑤主治医 

 

⑥相談を受

けたあとの

対応 

□ 話を聞いた 

□ 電話をかけて主治医受診するように話す 

（病院名                ） 

□ 保健所発熱相談センター紹介 

□ その他（                        ）

 

 

対応者名            

 

 

 

 
 

 



 

総務課休暇基準 
 

平成２１年８月２０日 

 

議 会 事 務 局 長 

教 育 委 員 会 教 育 長 

選管・監査事務局長      殿 

本 庁 各 課 長 

各 出 先 機 関 の 長 
  ※ 町立病院、離島診療所を除く。 

 

総務課長 阿 部 一 正 

（公印省略） 

 

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）に係る職員の感染拡大予防対策等に 

ついて（通知） 

このことについて、町内における感染者の発生が見受けられることから、下記事項について

留意のうえ対応されるよう通知します。 

記 

１ 健康管理及び感染防止の徹底等 

（１）日常の健康管理を徹底するとともに、外出に当たってはできるだけ人ごみを避け、職場

及び家庭における手洗い、うがい、手指消毒等を励行し、感染防止等に努めること。 

（２）咳等の症状がある場合は、咳エチケットを心がけるとともに、必ずマスクを着用するこ

と。 

（３）発熱症状、倦怠感等のインフルエンザの様な症状がある場合は、通勤前に医療機関を受

診し、医師の指導に従うこと。 

（４）貴課所属職員にインフルエンザの様な症状が見受けられた場合は、当該職員に対し早急

に医療機関を受診し、休むように勧めること。 

２ 職場又は家庭において感染者が発生した場合の対応等 

（１）職員がインフルエンザに感染した場合は、出勤前に電話により所属長を通じて 総務課

長へ報告のうえ、自宅療養（外出自粛）するものとし、発症した日の翌日から 7 日を経過

するまで又は解熱した日の翌々日まで出勤しないこと。 

   なお、病気休暇扱いとなるため、手続き（医師の診断書要）をとること。 

（２）職員の家族がインフルエンザに感染した場合は、出勤前に電話により所属長を通じて総

務課長へ報告のうえ、当該家族の症状が改善されるまで、自宅からの外出を自粛するとと

もに、出勤しないこと。 

   なお、年次有給休暇扱いとなるため、手続きをとること。 

（３）その他感染者と濃厚接触した職員については、上記（２）の措置に準じて対応すること。 

３ その他 

   町立病院及び離島診療所については、医療機関における独自の対応となるため、別途協

議のうえ、感染防止対策等を図ることを申し添えます。 

 



 

 

○ 職員が新型インフルエンザに感染した場合等の対応例 

 

整

理 

番

号 

区     分 措 置 等 取得可能休暇等 

１ 職員が感染したとき。 就業禁止 病気休暇 

２ 職員に感染の疑いがあるとき。 就業禁止 病気休暇 

３ 
職員にインフルエンザの様な症状が発生したと

き。 
就業禁止 病気休暇 

４ 
職員が濃厚接触者として外出自粛要請又は停留

の措置を受け、出勤することが困難なとき。 
就業不可 

特別休暇 

特勤等規則第 14 条第

1項第 21 号 

５ 職員の家族が感染したとき。 出勤自粛 年次有給休暇 

６ 
上記「５」の場合で、職員の小学校就学前の子が

感染し看護が必要なとき。 
出勤自粛 

特別休暇（年５日ま

で） 

特勤等規則第 14 条第

1項第 17 号 

７ 
職員の家族にインフルエンザの様な症状が発生

したとき。 
出勤自粛 年次有給休暇 

８ 
職員の子の保育所等が休業となり保育が必要な

とき。 
－ 年次有給休暇 

※１ 整理番号２の「感染の疑い」とは、インフルエンザの様な症状が出て、医療機関で診

療を受けたが陰性となり、インフルエンザと診断されなかった場合等をいう。 

※２ 病気休暇取得の際は、病気休暇届けに医師の診断書を添付する。（復職時の診断書の添

付については省略）この場合において、整理番号２及び３に該当するときは、診断書の

病名は「新型インフルエンザ疑い」等となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２１年１１月１７日 

 

議 会 事 務 局 長 

教 育 委 員 会 教 育 長 

選管・監査事務局長     殿 

本 庁 各 課 長 

各 出 先 機 関 の 長 
  ※ 町立病院、離島診療所を除く。 

 

総務課長 阿 部 一 正 

（公印省略） 

 

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）に係る職員の感染拡大予防対策等の 

変更について（通知） 

このことについて、平成２１年８月２０日付け総務課長通知により、本町職員の感染拡大予

防対策について通知したところであるが、今般、国の当該運用指針が改定されたことに伴い、

職員がいわゆる濃厚接触者となった場合の対応について、下記のとおり変更したので通知しま

す。 

 なお、職員においては、町内においても新型インフルエンザへの感染が多く見受けられるこ

とから、健康管理及び感染予防対策について徹底願います。 

 

記 

 

変更内容等：平成２１年８月２０日付け総務課長通知２の（２）の事項 

 

変
更
前 

（２）職員の家族がインフルエンザに感染した場合は、出勤前に電話により所属長を

通じて総務課長へ報告のうえ、当該家族の症状が改善されるまで、自宅からの外

出を自粛するとともに、出勤しないこと。 

   なお、年次有給休暇扱いとなるため、手続きをとること。 

変
更
後 

（２）職員の家族がインフルエンザに感染した場合は、当該職員に発熱、咳、間接の

痛み等のインフルエンザの症状が発生していない場合に限り、出勤して差し支え

ないものとする。 

   なお、この場合において、当該職員は必ずマスクを着用するものとし、咳エチ

ケット、手洗い等の感染予防対策を励行し、他の職員への感染予防に努めること。

 

 

 

 



 

 

保育所の休所のめやす 
 

 

女川町町内保育所の対応について（Ｈ21/8/31） 

状 況 保育所の対応 

インフルエンザと診断された場合 

児童は出席停止 

（発症から７日間又は解熱後２日

間経過）医師からの指示が優先 

保育所に１週間で 1 割以上のインフルエンザと

診断された児童が発生した場合 
保育所休所（１週間） 

入所児童の発症はなくても家族、兄弟姉妹が発

症している場合 

出席停止措置をとる場合もありま

す。 

※ 保育所が、休所措置をとった場合に、親等が仕事を休めないなど日中保育に欠

ける場合は、小規模保育を実施することとします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女川町教育委員会新型インフルエンザの対応について 
 

その１                  平成２１年８月女川町教育委員会 

 

町内小中学校における、新型インフルエンザ感染対応について、迅速かつ適切に

対応すべく、下記のように取り決める。 

 

１ 学校における休業等の目安 

状           況 学校の対応 

同一クラス内に、インフルエンザと診断された児童生徒

が１名発生の場合 

本人のみ出席停止 

(１ 週間 ) 

同一クラス内に、インフルエンザと診断された児童生徒

が１週間以内にクラスの１割を超えて発生した場合 

学 級 閉 鎖 

(１ 週間 ) 

１つの学年に複数(２学級以上)の学級閉鎖が発生した場

合 

学 年 閉 鎖 

(１ 週間 ) 

学校内に複数(２学年以上)の学年閉鎖が発生した場合 
学 校 閉 鎖 

(１ 週間 ) 

 

１） 部活動において部員の複数が発症した場合、その部活は１週間活動停止と

する。 

２） 当分の間、「インフルエンザ」と診断された場合は「新型インフルエンザ」

として扱う。今後、季節型のインフルエンザの流行時期と照らし合わせ、こ

の取扱は別途変更する。 

３) 上記一覧で「１週間」とは「発症した翌日から起算して１週間」をいう。 

４) 当該児童生徒本人の発症は認められなくても、家族・兄弟姉妹が発症して

いる場合、拡大感染防止のため（濃厚接触者として）出校停止処置をとる場

合がある。 

５) 学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖の措置を講じる必要性が生じた場合、学校

長名で保護者に通知するものとする。 

６) 学校給食共同調理場や給食単独校（女川第四小学校・女川第二中学校）に

おいて調理員等が新型インフルエンザに罹患し調理業務が困難になった場合、

給食のメニューの変更、給食提供停止等も予想されることから、対応につい

ては学校長から保護者へ通知するものとする。 

 

２ 保護者への対応依頼  

  日常の対応 

  ①  うがい・手洗いの励行 

  ②  人ごみと不要な外出を避ける。 

   ③  バランスの取れた食事と十分な休養をとる。 



   ④  適度の温度・湿度を保つ。 

  ⑤  咳エチケットの指導を徹底する。 

  ⑥  マスク使用の励行（マスクは各家庭で準備する） 

  ⑦  登校前に家庭で健康観察（検温・体調確認等）をしっかり行い、発熱や咳

があった場合、登校を控える。（体力の弱っている状態においては罹患の可

能性が高くなる） 

 

  新型インフルエンザの症状を発症した場合の対応 

  ①  学校で発症した場合、保護者への連絡のうえ早退となり、以後下記 ② ③ 

④の対応とする。 

  ②  かかりつけ医、もしくは最寄の医療機関に電話連絡後、マスク着用のうえ

受診する。 

  ③  新型インフルエンザと診断されたら、学校へ電話連絡のうえ１週間の出席

を停止する。(出席停止扱いとなる) 

  ④  登校については、医師と相談のうえ決定する。 

 

  学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業となった場合の家庭での対応 

    ① 休養・安静・感染防止のための処理であることを踏まえ、児童生徒の外出

は極力避け健康管理に努める。 

    ② 学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業中、発熱もしくは、新型インフルエンザが

疑われる症状の場合、最寄の医療機関あるいはかかりつけ医に電話連絡のう

え、マスク着用して受診する。 

    ③ 新型インフルエンザ罹患の場合には、保護者から学校へ報告を行う。 

診断書及び完治後の治癒証明は不要とする。 

    ④ 保護者が不在の場合について、十分に配慮していただき、児童生徒が安全

に過ごせるよう留意する。 

    ⑤ うがい・手洗い等家庭での感染に配慮いただき、罹患拡大防止に努める。 

 

  ※  児童・生徒の状況については、学校及び担任等から「状況確認」の連絡を必

要に応じて取ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



その２ 女川町教育委員会新型インフルエンザの対応について     21.10.8 

 

女川町教育委員会 

 

町内小中学校における、新型インフルエンザ感染対応について、迅速かつ適格に

対応すべき下記のように取り決める。 

 

１ 学校における休業等の目安 

状           況 学校の対応 

同一クラス内に、インフルエンザと診断された児童生徒

が１名発生の場合 

本人のみ出席停止 

(１週間程度) 

同一クラス内に、インフルエンザと診断された児童生徒が

１週間以内にクラスの１割を超えて発生した場合 

学級閉鎖 

(１週間程度) 

１つの学年に複数(２学級以上)学級閉鎖が発生した場合 学年閉鎖 

(１週間程度) 

学校内に複数(２学年以上)の学年閉鎖が発生した場合 学校閉鎖 

(１週間程度) 

 

１）部活動において部員の複数が発症した場合、その部活は活動停止とし予防に努

める。 

２）現時点では、医師により，PCR 検査等の有無に関わらず，新型インフルエンザ

との診断を受けた場合には，新型インフルエンザ（第１種感染症）として取り

扱うこととする。 

３）医師により，インフルエンザ A型陽性と診断された場合も，新型インフルエン

ザ（第１種感染症）として取り扱うこととする。 

４）上記一覧で「１週間程度」とは，「学校保健安全法上第１種感染症の扱いとな

ることから，治癒するまでの間出席停止とする。登校については，医師と相談

の上，決定するもの」とする。 

５）当該児童生徒本人の発症はみとめられなくても，家族・兄弟姉妹が発症してい

る場合，拡大感染防止のため（濃厚接触者として）出校停止処置をとる場合が

ある。 

６）学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖の措置を講じる必要性が生じた場合，学校長名

で保護者に通知するものとする。 

７）学校給食共同調理場や給食単独校（女川第四小学校・女川第二中学校）におい

て調理員等が新型インフルエンザに罹患し調理業務が困難になった場合，給食

のメニューの変更，給食提供停止等も予想されることから，対応については学

校長から保護者へ通知するものとする。 

 

 



 

２ 保護者への対応依頼  

  日常の対応 

 ①  うがい手洗いの励行 

 ②  人ごみと不要な外出を避ける 

 ③  バランスの取れた食事と十分な休養をとる 

 ④  適度の温度・湿度を保つ 

⑤  咳エチケットの指導を徹底する 

⑥  マスク使用の励行（マスクは各家庭で準備する） 

⑦  登校前に家庭で健康観察（検温・体調確認等）をしっかり行い，発熱や咳が

あった場合，登校を控える（体力の弱っている状態においては罹患の可能性が

高くなる。） 

⑧  インフルエンザの感染が疑われる場合には，直ちに医療機関を受診し，発熱

の状況その他の症状及び受診した医療機関名を学校に報告すること。 

⑨  基礎疾患を有する児童生徒の実態を確認するとともに，主治医等の意見を保

護者から確認できるように対応しておくこと。 

  新型インフルエンザの症状を発症した場合の対応 

①  学校で発症した場合，保護者への連絡のうえ早退となり，以後下記②③④の

対応とする。 

  ②  かかりつけ医，もしくは最寄の医療機関に電話連絡後，マスク着用のうえ受

診すること。 

③  新型インフルエンザと診断されたら，学校へ電話連絡のうえ１週間程度の出

席を停止する。(出席停止扱いとなる) 

④  登校については，医師と相談のうえ決定するものとする。 

 

  学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業となった場合の家庭での対応 

  ※ 休養・安静・感染防止のための処理であることを踏まえ，児童生徒の外出は

極力避け健康管理に努める。 

  ※ 学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業中，発熱もしくは，新型インフルエンザが疑

われる症状の場合，最寄の医療機関あるいはかかりつけ医に電話連絡のうえ，

マスクを着用して受診する。 

  ※ 新型インフルエンザ罹患の場合には，保護者から学校へ報告を行う。 

診断書及び完治後の治癒証明は不要とする。 

  ※ 保護者が不在の場合について，十分に配慮していただき，児童生徒が安全に

過ごせるよう留意する。 

  ※ うがい手洗い等家庭での感染に配慮いただき，罹患拡大防止に努める。 

      お子さんの状況について，学校及び担任等から「状況確認」の連絡を必要に

応じて取らせて頂くので御協力をお願いする。 

 



 

３ 教職員への保健管理  

 ・ インフルエンザ様症状があり感染が疑われる場合は，直ちに医療機関への受

診をした上で，校長等に報告させるとともに感染拡大を予防するためにも，校

内等ではマスクを着用するなどその対策に努めさせる。 

 ・ 新型インフルエンザに関する教職員の服務については次のとおりとする。 

 ① 職員が発症した場合は，速やかに病気休暇の手続きをとらせ，治療に専念さ

せること。 

 ② 濃厚接触者（同居者、感染防止無しでの比較的長時間の直接対面接触者等が

該当）については，保健所（発熱相談センター）への相談を指示し，年次有給

休暇を取得するよう指導すること。ただし，業務その他の都合により年次有給

休暇の取得が困難である場合は，マスクの着用，手洗い・うがいの励行等の十

分な感染防止対策をとるよう指示すること。 

 ③ 職員に対し，保健所から受診，入院等の勧奨，勧告等があった場合は，その

内容を確認の上，教育委員会に速やかに報告するとともに，必要な措置を講じ

ること。 

・ 基礎疾患の有する職員への対応については，感染した場合は重症化し，死亡

する恐れもあることから，対応を特に注意すること。 

 

校長等は，基礎疾患を有する職員の把握を行い健康観察に努めるとともに，校内

で罹患者（疑いの場合も含む。）が発生した場合には，その情報を基礎疾患を有す

る職員に速やかに伝え，状況に応じて医療機関への受診を指導すること。 

 
 



○  国の新型インフルエンザ対策ガイドラインに基づく医療体制（21.5.18） 

発  生  段  階 第一段階（海外発生期） 第二段階(国内発生早期) 第三段階(感染拡大期) 第三段階(まん延期・回復期) 第四段階(小康状態) 

感 

染 

状 

況 

感  染  速  度 ０ ２週間後～４週間 ４週間後 ６週間後 １７週間後 

感染拡大の状況 ○ 国内未発生（海外発生） ○ 国内で新型インフルエンザが発生、感

 染集団は小さく限られる。 

○ 国内で新型インフルエンザの大規模集

団発生が見られる。 

○ 国内で急速に感染が拡大 

○ 国内侵入から６～７週目に感染がピーク、８週

目以降から減少傾向 

○ 値域毎にピーク時期は異なる。地域毎の流行気

管は６～８週間程度 

 ― 

体 
  
  
  
   
 

制 

国 ○ 新型インフルエンザ対策本部・関係閣僚会議等による対策決定・実施 ○ 体制継続 

県 

○ 発熱相談センターの整備及び地

域住民への周知 

○ 新型インフルエンザ患者に対し、感染症法に基づき入院勧告 

○ 新型インフルエンザが疑われる者へ感染症指定医療機関等への受診の指示 

○ 患者の接触者への外出自粛、健康観察、有症時の対応の指導等 

○ 発熱外来の設置 

○ 医療機関・薬局及びその周辺において、必要に応じた警戒活動の実施 

まん延期 回  復  期 ○ 従来の計画を評価、

第二波に備える ○ 新型インフルエン

ザ患者の入院措置中

止 

○ 必要に応じて発熱

外来の増設の検討 

○ 医療機関以外にお

いても医療を提供す

る場として提供 

○ 管内の発生動向及び

診療体制を勘案し、発熱

外来の設置体制を調整 

○ 医療機関の人的被害

及び医療資機材の在庫状

況を確認し、診療が継続

されるよう調整 

医 
 

療 
 

提  

供 

・ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

想定される状況 

○ 保健所・医療機関等へ問合せ増加 ○ 保健所・医療機関等へ問合せ増加 

○ 抗インフルエンザ薬を求めて医療機関

を訪れる市民が増加 

○ 国民の不安が高まり、受診者が増加 

○ 一部の医療機関では新型インフルエンザへの業務資源の重点投入のため、診療科目を限定 

○ 爆発的に需要が増え、医療機関における業務資源（医療従事者、医薬品、資機材、ベット等）

が大きく不足。一時的に業務を中断せざるを得ない医療機関が出現する恐れ 

 

○ 受診者が急増 ○ 患者が急増し、病床や医薬品が不足 

対 策 
○ 危機管理組織の設置等の準備 

○ 感染防止策の強化 

○ 感染防止策の継続的強化（防護服・マスク着用、タミフルの予防投与等） ○ 感染防止策の継続 

目 標 
○ 通常医療体制の維持 ○ 通常医療体制＋新型インフルエンザ対

応体制の確立 

○ 通常医療体制を維持 

○ 新型インフルエンザ対応体制を維持（業務資源を集中） 

○ 通常医療体制を維

持 

隔離・入院対策 

○ 疑い患者への入院勧告（患者隔

離） 

○ 医師会等への情報提供 

○ 感染症指定医療機関における治療、疑い

患者への入院勧告（患者隔離） 

○ 患者への抗インフルエンザ薬投与、患者

との濃厚接触者への予防投薬 

○ 患者受入医療機関の拡大 

○ 疑い患者への入院勧告（患者隔離） 

○ 患者への抗インフルエンザ薬投与 

○ 全医療機関で患者への診断・治療 

○ 重症患者のみの入院、軽症患者は自宅療養 

○ 患者への抗インフルエンザ薬投与 

○ 治療継続 

○ 医療体制の点検と

建て直し 

発熱外来対策 ○ 外来･電話相談の設置準備 ○ 外来・電話相談開始 ○ 外来・電話相談の規模を拡大、二次医療

圏内の診療所が発熱外来を応援 

○ 外来・電話相談の規模を拡大 ○ 発熱外来の機能継

続 

女川町内（医療） 

体 制 

 

○ 町緊急対策会議の開催 

○ 小中学校、町職員感染予防研修会

○ 女川町新型インフルエンザ相談

窓口の設置（２４ｈ対応） 

○ チラシ全戸配布（発熱相談窓口、

感染予防） 

○ 備品（マスクの購入） 

○ 町対策本部設置 

○ 町民への感染予防研修継続 

○ 注意喚起チラシ（地域回覧） 

○ 感染拡大状況により防災無線により広

報 

○ ホームページ情報更新 

○ 備品の準備（アルコール等）の検討 

○ 町内への発熱外来の検討 

○ 通常診療 

（木村医院、町立病院、出島、江島）

○ 熱外来設置（日中） 

○ 発熱外来(夜間) 

○ 通常診療 

（木村医院、町立病院、出島、江島） 

○ 従来の計画を評価、

第二波に備える 

※ 参  考（国・県） 
○ 感染防止対策についての体制整

備 

○ 県管内で患者が発生した場合には、地域における感染防止に関する要請 

   学校等の臨時休業、集会や催し物等の不特定多数が集まる活動の自粛、外出の自粛や公共交通機関の利用自粛 

○ 同左の検討、実施時

期の周知 

○ 従来の計画を評価、

第二波に備える 

 

 

予  防  投  与 予 防 投 与中 止 

石巻保健所県庁：発熱相談セン

ター設置 
発熱外来：石巻日赤病院（4床）
第二種感染症指定病院 

発熱相談センター２４時間態勢 
発熱外来は、石巻日赤病院 



【用語解説】 

○ インフルエンザ 

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症で、原因となって

いるウイルスの抗原性の違いから、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型に大きく分類されます。

Ａ型はさらに、ウイルスの表面にある赤血球凝集素（ＨＡ）とノイラミニダー

ゼ（ＮＡ）という、２つの糖蛋白の抗原性の違いにより亜型に分類されます。

（いわゆるＡ/ソ連型（Ｈ１Ｎ１）、Ａ/香港型（Ｈ３Ｎ２）というのは、これ

らの亜型を指します。） 

○ パンデミック 

感染症の世界的大流行という意味です。 

特に新型インフルエンザのパンデミックは、近年これが人の世界に存在しな

かったためにほとんどの人が免疫を持たず、人から人へ効率よく感染する能力

を得て、世界中で大きな流行を起こすことが懸念されています。 

○ サーベイランス 

見張り、監視制度という意味です。 

特に人の感染症に関しては、感染症法に基づき、感染症の発生状況（患者及

び病原体）の把握及び分析が行われています。 

○ 感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ） 

感染症法では、感染症の発生を迅速に把握することによって、感染症の予防

と拡大防止、そして国民に正確な情報を提供することを目的として、日常的に

種々の感染症の発生動向を監視しています。これは感染症を診断した医療機関

からの発生報告を基本としており、これらの発生報告を一元的に効率よく収集

解析するために、地方自治体と国の行政機関を結ぶネットワーク又はインター

ネットをベースにした電子的システム（感染症サーベイランスシステム（ＮＥ

ＳＩＤ））が構築されています。 

○ 病原体サーベイランス 

感染症サーベイランスのうち、特に、感染の原因となった病原体についての

発生数や詳細な種類などについて報告してもらい、状況を監視するシステムの

ことです。 

○ トリアージ 

災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、適切な搬送、治療等を行

うために、傷病の緊急度や程度に応じて優先順位をつけることです。 



○ 人工呼吸器 

救急時・麻酔使用時等に、患者の肺に空気又は酸素を送って呼吸を助けるた

めの装置です。 

○ 個人防護具(Personal Protective Equipment：ＰＰＥ) 

マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放

射性物質、その他の危険有害要因との接触による障害から個人を守るために作

成・考案された防護具のことです。特に病原体の場合は、その感染を防御する

ことが目的であり、感染経路や用途（スクリーニング、診察、調査、侵襲的処

置等）に応じて適切なＰＰＥを考案・準備する必要があります。 

○ 発熱外来 

新型インフルエンザに係る診療を効率化し混乱を最小限にするために設置さ

れる外来専門の医療施設のことです。第三段階の感染拡大期までの発熱外来は、

新型インフルエンザの患者とそれ以外の疾患の患者とを振り分けることで両者

の接触を最小限にし、感染拡大の防止を図ることを目的としています。第三段

階のまん延期以降における発熱外来は、感染防止策を徹底した上、新型インフ

ルエンザの患者の外来集中に対応することに加え、軽症者と重症者のトリアー

ジにより入院治療の必要性を判断することを目的としています。 

○ 感染症指定医療機関 

感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、

第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のことです。 

＊特定感染症指定医療機関：新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感

染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機

関として厚生労働大臣が指定した病院。 

＊第一種感染症指定医療機関：一類感染症、二類感染症又は新型インフルエン

ザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定し

た病院。 

＊第二種感染症指定医療機関：二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の

患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。 

＊結核指定医療機関：結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関とし

て都道府県知事が指定した病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして

政令で定めるものを含む。）又は薬局。 

○ 感染症病床、結核病床 

病床は、医療法によって、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結

核病床に区別されています。感染症病床とは、感染症法に規定する新感染症、



一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症などの患者を入院さ

せるための病床であり、結核病床とは、結核の患者を入院させるための病床を

いいます。 

○ 陰圧病床 

院内感染を防ぐために、病室の内部の気圧をその外部の気圧より低くするこ

とによって、外部に感染症の病原体を拡散させないようにしている病床をいい

ます。 

○ 指定届出機関 

感染症法に規定する五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感

染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省

令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所をいいます。 

○ 抗インフルエンザウイルス薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフル

エンザの症状を軽減する薬剤です。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエン

ザウイル薬の一つであり、ウイルスの増殖を抑える効果があります。 

○ パンデミックワクチン 

新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイル

ス又はこれと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチンのことです 

○ 発熱相談センター 

都道府県及び市区町村が保健所等に設置する電話対応専門の施設。新型イン

フルエンザの患者の早期発見、当該者が事前連絡せずに直接医療機関を受診す

ることによるそれ以外の疾患の患者への感染の防止、地域住民への心理的サポ

ート及び特定の医療機関に集中しがちな負担の軽減等を目的としています。 

○ リスクコミュニケーション 

我々を取り巻くリスクに関する情報を、行政、住民などの関係主体間で共有

し、相互に情報伝達を行い、意思疎通を図ることをいいます。 

 




